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　地方厚生局は、中央省庁等改革基本
法により、平成13年1月に設置された厚
生労働省の地方支分部局の1つであり、
国民に最も身近な医療、健康、福祉など
の社会保障政策を実施する、地域にお
ける国の政策実施機関です。


